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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく 

都道府県計画及び市町村計画並びに地域医療介護総合確保基金の令和６ 

年度の取扱いに関する留意事項について 

 

 

今般、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」（平成元年法

律第64号）第４条第１項に規定する都道府県計画（以下単に「都道府県計画」という。）

及び同法第５条第１項に規定する市町村計画（以下単に「市町村計画」という。）の作成

又は変更並びに同法第６条に基づく基金（地域医療介護総合確保基金。以下単に「基金」

という。）の活用に当たって、令和６年度における留意事項を別添のとおり取りまとめた

ので、貴都道府県におかれては、これを踏まえ、都道府県計画を作成し、基金の活用を

図っていただくとともに、貴管内市町村等関係者に周知されるよう御配慮願いたい。併

せて、予算の早期執行に努められるようお願いする。 

また、都道府県計画及び市町村計画の作成、基金の運用等に当たっての疑義等が生じ

た場合には、随時、御相談いただきたい。 

衛生主管部（局）長 

介護保険主管部（局）長 
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別添 

 

地域医療介護総合確保基金の活用に当たっての留意事項 

 

第１ 都道府県計画及び市町村計画の作成に関する事項 

１ 基金を充てて実施する事業の範囲 

（１）都道府県計画及び市町村計画の作成は、「地域における医療及び介護を総合的に

確保するための基本的な方針」（平成26年厚生労働省告示第354号。以下「総合確

保方針」という。）に即して行うものとし、令和６年度において基金を充てて実施

する事業の範囲については、総合確保方針第４の二に定めるもののうち、次の事業

を対象とするものとする。 

① －１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に 

関する事業 

① －２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に 

関する事業 

②    居宅等における医療の提供に関する事業 

③    介護施設等の整備に関する事業 

④    医療従事者の確保に関する事業 

⑤    介護従事者の確保に関する事業 

⑥    勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

（２）診療報酬、介護報酬及び他の補助金等で措置されているものは基金を充てて実施

する事業の対象としないものとする。また、既に一般財源化されたもの及び地方単

独事業の単なる基金への付替えについては、慎重に検討するものとする。 

（３）都道府県計画及び市町村計画については、都道府県の定める医療計画（地域医療

構想を含む。以下同じ。）及び介護保険事業支援計画、市町村の定める介護保険事

業計画、その他都道府県及び市町村が定める関係計画の内容と調和が保たれるよう

考慮するとともに、必要に応じてこれらの計画を見直すものとする。 

（４）都道府県計画及び市町村計画の計画期間は、原則１年間とする。 

   なお、個別の事業の内容に応じて実施期間を複数年とすることも可能とする。 

 

２ 地域の関係者の意見の反映及び事業主体間の公平性の確保等 

（１）都道府県計画及び市町村計画の作成に当たっては、公正性・透明性を確保するた

め、あらかじめ、幅広い地域の関係者（市町村長（市町村計画作成の場合は都道府

県知事）、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サー

ビス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験

を有する者その他の関係者をいう。以下単に「地域の関係者」という。）の意見を

反映させるために必要な措置を講じるよう努めるとともに、事業主体間の公平性を

確保し、地域にとって必要性・公益性の高い事業に対し、適切かつ公正に配分され

るようにするものとする。 

（２）都道府県計画には、公民の基金の配分額（事業主体が未定のものを除く。）を記

載し、当該配分についての経緯・理由やそれに対する都道府県の見解を付すものと

する。 
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なお、この基金における「公」とは、 

 ・都道府県及び市町村 

・医療法（昭和23年法律第205号）第31条に規定する公的医療機関及び国、独 

立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開設した医療機関 

・都道府県、市町村、独立行政法人、国立大学法人及び地方独立行政法人が開 

設した介護施設等 

をいう。  

また、施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、事業の実施主体が

「民」の場合、基金充当額（国費）における公民の別としては、「公」に計上する

ものとする。 

 

３ 都道府県計画及び市町村計画の作成に係る手順 

都道府県計画及び市町村計画を作成する際に考えられる一般的な手順を提示する

ので、状況に応じて参考にされたい。 

また、都道府県計画及び市町村計画の様式例を、別添１及び別添２のとおり添付

するので、必要に応じて参考とされたい。 

なお、市町村において、基金を活用した事業を実施する場合は、可能な限り市町

村計画を作成されたい。 

①  都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画を作成するための保

健・医療・薬務担当部局と介護・福祉担当部局の連携による体制の整備を行

う。   

②  都道府県及び市町村は、地域医療・介護の現状分析等に係るデータの収集、

調査の実施及び将来予測の検討を行う。 

③  都道府県及び市町村は、都道府県計画又は市町村計画を策定するにあたって

は、 

 ・対象地域における医療提供体制の再構築や地域包括ケアシステムの構築等

を推進するために実施してきたこれまでの事業の評価 

 ・新たに計画する事業に係る指標及び定量的な目標、事業の優先順位 

 ・医療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事業支援

計画における目標等との整合性の確保 

等について確認・検討する。 

また、計画を実効的なものとするため、目標の設定に当たっては、ロジック

モデル（事業が目標とする成果を達成するに至るまでの論理的な関係を体系的

に図式化したものをいう。別添３参考。）等のツールも活用した上で、できる

限り定量的な視点による目標設定を検討されたい。その際、特に、事業ごとに

設定するアウトプット指標は個別事業の直接的かつ定量的な成果を示すもので

あり、アウトカム指標は事業を通して期待される地域全体への効果を定量的に

測定するものであることに留意されたい。 

なお、評価指標の例を別添４のとおり添付するので、参考とされたい。 

④  対象地域における医療提供体制の再構築や地域包括ケアシステムの構築等を

推進するために実施してきたこれまでの事業の評価、新たに計画する事業に係

る指標及び医療計画又は市町村介護保険事業計画若しくは都道府県介護保険事

業支援計画における目標と整合性が図られた定量的な目標、事業の優先順位及

び医療計画の指標並びに介護保険事業支援計画の達成状況等との整合性が図ら
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れているかを確認する。 

⑤  市町村計画（案）を作成する場合、市町村は、市町村計画（案）に関する医

師会など地域の関係者への意見の聴取を行い、都道府県への提出を行う。 

⑥  都道府県は、管内の市町村の市町村計画（案）を取りまとめ、市町村から医

療及び介護の総合的な確保に関する事業の実施に関する要望の聴取を行うとと

もに、市町村計画（案）における事業を調整し、都道府県計画（案）へ盛り込

む事業の検討を行う。 

⑦  都道府県は、都道府県計画（案）に関する医師会など地域の関係者への意見

の聴取を行う。 

⑧  都道府県は、以上の検討を踏まえた都道府県計画（案）の作成を行う。（こ

れまでの間に、必要に応じ、厚生労働省との意見交換を行う。） 

⑨  厚生労働省による都道府県への交付額の内示 

⑩  都道府県による市町村への交付額の内示（市町村は、市町村計画を作成する

場合には、市町村計画の決定、都道府県への提出を行う。） 

⑪  都道府県は、都道府県計画の決定、都道府県計画（別紙１、付属資料１－

１、１－２及び付属資料２を含む。）の厚生労働省への提出を行う。 

（注）⑤及び⑦のほか、必要に応じて、医師会など地域の関係者への意見聴取を 

実施すること。 

 

４ その他 

（１）都道府県においては、都道府県計画（案）の基金充当額の全てがそのまま承認さ

れるわけではないため、あらかじめ事業の優先順位を決めておくなどの準備をする

ものとする。 

（２）事業者負担については、特に、特定の事業者の資産の形成につながる事業につい

ては、必ず求めるものとする。ただし、政策上必要なもので、特定の事業者の資産

の形成につながらない事業については、事業者負担を求めないことも可能である。 

（３）事業の積算に当たっては、基金で対応することとして、基金の設立に伴って廃止

された国庫補助事業における基準単価や人件費等統一単価はもとより、他の事業に

ついても類似事業の例を参考にするものとする。 

（４）事業者が基金事業を実施するために必要な調達を行う場合には、都道府県の助成

を受けて行う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとす

る。 

（５）医療と介護の双方にまたがる人材確保に関する事業については、当該事業の目的

を整理した上で、医療又は介護のいずれかに計上するものとする。 

   [事業例] 

   ・在宅医療・介護連携のための相談員（コーディネータ－）の育成事業 

   ・在宅医療・介護連携推進のための、医療・介護関係者の多職種による（グルー

プワーク等の）研修事業 

   ・在宅医療・介護連携推進のための、医療分野の知識等に関する介護従事者向け

の研修事業 

   ・看護職員の人材確保事業（会議開催費、普及啓発に係る雑費等） 

   ・看護職員の資質向上事業（研修費の補助等） 

   ・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士指導者育成事業 

   ・在宅での栄養ケアのための管理栄養士を対象とした研修事業 
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第２ 都道府県計画の変更に関する事項 

１ 都道府県は、都道府県計画における目標を達成すること等を目的として、必要に応

じて、当該都道府県計画の計画期間内に都道府県計画の変更を行うことができるも

のとする。 

 

２ 都道府県計画を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、あらかじめ、地域の関

係者の意見を反映させるために必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

また、当該変更（軽微な変更を除く。）につき、あらかじめ、厚生労働大臣に報

告し、協議した後に、当該変更した計画を、厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（注）軽微な変更とは、追加交付及び都道府県計画に掲げている目標の縮小を伴わ

ない変更であって、変更内容が次の①のみに該当する場合、②のみに該当する

場合又は①及び②のみに該当する場合をいう。 

   ① 計画期間の範囲内において個別の事業の期間を変更する場合。 

   ② 都道府県計画に記載されている個別の事業において、当該事業に要する費用

の額を変更する場合。ただし、個別の事業（基金の対象としている事業の範囲

に限る。）に要する費用の額のうち、基金が占める割合を増加させない場合に

限る。 

なお、都道府県は、上記②の軽微な変更を行う場合であっても、次の点に留意 

するものとする。 

・ あらかじめ、減額する事業の実施主体に説明を行うとともに、公平性を 

確保する観点から、減額分の使途について、医師会などの地域の関係者か 

ら理解を得るものとする。 

・ 変更する事業については、変更に係る事業内容が法令等に基づく事業の 

適正性を確保しているか確認するものとする。 

 

 

第３ 都道府県計画及び市町村計画の事後評価に関する事項 

都道府県及び市町村が令和５年度都道府県計画及び令和５年度市町村計画に基づ

く事業の事後評価を行うに当たっては、都道府県医療審議会、地域医療対策協議

会、都道府県介護保険事業支援計画作成委員会、市町村介護保険事業計画作成委員

会等からも意見を聴取しつつ、以下に規定する視点に基づき、実施するものとする

（別添１の別紙１及び別添２の別紙２関係）。 

また、平成26年度から令和４年度までの都道府県計画の事後評価についても、国

と協議を行った計画変更等を反映の上、令和５年度事後評価と合わせて提出するこ

と。（平成26年度から令和４年度までの都道府県計画の事後評価に係る様式はそれ

ぞれの年度に示したものを活用して差し支えない。） 

なお、当該計画の作成時にロジックモデル等のツールを活用した場合には、事業

の評価に当たって、それらのツールを再度活用することも考えられる。課題の評価

に当たっては、最終的な成果（アウトカム）を達成するための過程を確認し、適宜

必要な場合には、過程のどの段階に課題があるかなど適確に評価することが重要で

ある。 
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１ 事後評価のプロセス 

都道府県計画及び市町村計画に記載された事後評価の方法に基づき、適正な手続

きによって実施されているか、具体的なプロセスを確認する。 

  また、事後評価のプロセスの中で出された主な意見等については、都道府県計画及

び市町村計画の事後評価に記載する。 

 

２ 目標の達成状況 

① 都道府県計画及び市町村計画に記載された目標がどの程度達成・実現できた

のか。 

（注）特に、アウトプット指標及びアウトカム指標について、数値目標を設定

している場合には、その数値目標がどの程度実現したのか。 

② 目標が未達成の場合には、原因等に対する見解と改善の方向性 

 

３ 事業の実施状況    

① 当初の計画はどのような事業内容だったのか。（事業の内容（当初計画）） 

② 実施する事業の当初の目標値と達成値を記載し、比較する。 

（アウトプット指標（当初の目標値）・アウトプット指標（達成値）） 

③ 当該事業を通じて得られた効果（事業の有効性）及び効率的な実施のために

講じた措置（事業の効率性）を記載しつつ、事業終了後１年以内にアウトカム

指標に変化が観察できた場合はその変動値を記載する。    

④ その他（上記の他、特段評価すべき点や、事業の改善点等、都道府県及び市

町村が記載すべきと考えたもの） 

（注）特段評価すべき視点とは、基金を活用した独自のモデル的な事業を実施

している、事業実施手法の工夫により特に効果が上がっている事業がある等

を指しており、積極的に記載するよう努めていただきたい。 

 

 

第４ 交付金の配分に関する事項 

令和６年度における交付金の配分については、人口や高齢者の状況などの基礎的要

因とともに、都道府県計画の評価等の政策的要因を勘案して配分する予定である。 

なお、医療分の配分については、病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備

事業に重点化することとしている。 

また、介護分の配分に当たっては、各自治体の第９期介護保険事業支援計画の内容

等も考慮しながら実施することを検討している。 

 

 

第５ 経理等に関する事項 

１ 経理 

基金は、交付金の交付を受けて造成され、過年度に造成した基金に残額がある場

合には、残額に毎年度交付される交付金を納付して基金事業に実施するものである

ため、都道府県は、年度ごとに基金の執行状況等について把握・管理するものとす

る。 

 

２ 繰越し 



 
 

6 
 

過年度に造成した基金に残額がある場合には、令和６年度都道府県計画に当該残

額を充当することを明記することにより、引き続き活用することができるものとす

る。 

 

 

 

 

○ 都道府県計画の提出期限、提出先及び問合せ窓口について 

１ 提出期限及び提出先 

 都道府県計画（別紙１、付属資料１－１、１－２及び付属資料２を含む。）に

ついては、交付額の内示後、別に指示する期日までに、１部を保険局医療介護連

携政策課に提出すること。 

なお、都道府県計画の写しを交付申請書に添付して提出すること。 

 

２ 問合せ窓口 

（医療を対象とする事業に関すること（勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備

に関する事業は除く）） 

医政局地域医療計画課 

電話：03-5253-1111（内線2771） 

E-mail：shinkikin9@mhlw.go.jp 

 

（勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業） 

医政局医事課 

電話：03-5253-1111（内線4415、4409） 

E-mail：hatarakikata1@mhlw.go.jp 

 

（介護施設等の整備に関すること） 

老健局高齢者支援課 

電話：03-5253-1111（内線3927） 

E-mail：kiban-seibi@mhlw.go.jp 

 

（介護従事者の確保に関すること） 

老健局認知症施策・地域介護推進課 

電話：03-5253-1111（内線3935） 

E-mail：shinkou-yosan@mhlw.go.jp 

 

（その他都道府県計画等の全般に関すること） 

保険局医療介護連携政策課 

電話：03-5253-1111（内線3182） 

E-mail：sougoukakuhokg@mhlw.go.jp 
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